
地図の種類 凡　例

用途地域

第一種低層住居専用地域
(敷地面積の最低限度165㎡)

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

高度地区

北側斜線高度地区

18m高度地区

24m高度地区

27m高度地区

33m高度地区

45m高度地区

60m高度地区

18m北側斜線高度地区

27m北側斜線高度地区

33m北側斜線高度地区

防火地域および
準防火地域

防火地域

準防火地域

その他地域地区等

高度利用地区

特定街区

都市再生特別地区

流通業務地区

流通業務団地

特別用途地区

第一種特別工業地区

第二種特別工業地区

第一種小売店舗地区

第二種小売店舗地区

第三種小売店舗地区

第四種小売店舗地区

第一種特別業務地区

第二種特別業務地区

第三種特別業務地区

戸建住環境保全地区

第一種職住共存地区

第二種職住共存地区

大規模集客施設制限地区

スポーツ・レクリエーション地区

駐車場整備地区 駐車場整備地区

地区計画等 地区計画等地域

出水のおそれのある区域 出水のおそれのある区域

災害危険区域
第一種災害危険区域

第二種災害危険区域

日影規制除外区域 日影規制除外区域

土砂災害警戒区域・
特別警戒区域

警戒区域　急傾斜地の崩壊

警戒区域　土石流

警戒区域　地滑り

特別警戒区域　急傾斜地の崩壊

特別警戒区域　土石流

特別警戒区域　地滑り

その他の規制等

一団地・連担等認定区域

壁面線指定区域

建築協定区域

航空進行区域

札幌市都心における接続可能なゼロカーボン都市開発推進制度対象区域

宅地造成工事規制区域 宅地造成工事規制区域

立地適正化計画

集合型居住誘導区域

都市機能誘導区域（都心）

都市機能誘導区域（地域交流拠点）

都市再開発方針

1号市街地

整備促進地区

2号地区

景観計画重点区域 景観計画重点区域

景観重要建造物等 景観重要建造物等

景観まちづくり推進区域 景観まちづくり推進区域

風致地区

第一種風致地区

第二種風致地区

第三種風致地区

第四種風致地区

緑保全創出地域

山岳地域

里山地域

里地地域

居住系市街地

業務系市街地

区域界

市街地開発事業
土地区画整理事業

第一種市街地再開発事業

都市計画道路
計画中心線

区域界

認定道路
市道・道道路線

国道路線

指定道路等

法第４２条第１項２号

法第４２条第１項３号

法第４２条第１項４号

法第４２条第１項５号

法第４２条第２項

法第４２条第３項


